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金井会長挨拶 

●会長先生方にはお忙しい中、お集まりいただきまして

大変ありがとうございます。コロナの新規感染者が非常

に少なくなったという状況から郡市会長会が、ハイブリ

ッド開催から久しぶりの対面での開催となりました。埼

玉県における新規感染者は、昨日は10人超えたと聞いて

おりますけど、その前３日間は一桁でした。このような

落ち着いた状況のときに、何をするべきかは非常に大事

だと我々埼玉県医師会では考え、先生方のご協力を得な

がら進めて来ました。 

冬のインフルエンザとコロナの同時流行も考えられ

ることから、昨年７月、８月から発熱外来を埼玉県にお

いては積極的にやりましょうということで、先生方にお

話をさせていただき、同意をいただいて対策を進めてま

いりました。その後ツインデミックと言う言葉が使われ

だし、国も対策の必要性を言い始めました。そして、10

月、11月だったかと思いますが、診療検査医療機関と言

う制度が出されました。そのときには、既に埼玉県にお

いてはどういうふうにやりましょうというのが出来てい

ましたから、そのまま進めることができ、診療検査医療

機関への説明もほとんど必要ありませんでした。またそ

のような状況の中、診療検査医療機関を公表するかしな

いかということについても先生方へお話をさせていただ

きました。高知県がかねてからやっておられました。こ

れは高知県と高知県医師会とで話し合いをした結果とし

て、医師会が検査に協力すると言う体制を作りましょう

ということからできたと聞いています。当県より進んで

いた高知県医師会に、他県からよくある話として風評被

害であるとか、１カ所に集中すると言う事があるのか聞

いたところ、一切それはありませんというお話を伺って

おりました。しかしながら、県の大きさ、人口等も含め

て差がありますのでそのまま鵜呑みにしたわけではない

ですけど、安心材料の１つになったということで、会員

の先生方のご理解を得て診療検査医療機関を公表すると

いう形にさせていただきました。これについては後ほど

説明がありますが、非常に好評で、県民に喜ばれました。

国からの評価も高いようです。そういう状況で、診療検

査医療機関に対して何のインセンティブもないのかとい

うことになってまいります。そのようなことから、県か

ら国の方に言っていただきました。それから日本医師会

を通じても、国の方へ言ってもらいました。後ほど説明

がありますが、その結果、診療報酬に結び付きました。 

その他、埼玉県医師会においては、本当に先生方のご

協力をいただき、多くのことをやってきたと思っており

ます。先生方はよく覚えておられると思いますが、予防

接種を個別にやった方が効率がいいと言ったのは埼玉県

です。中川会長から菅総理に伝えていただきました。会

員の先生方の協力も得た調査の結果、埼玉県において最

低でも一日６万人できる事が分かりました。従って、人

口比で20倍をすると全国になりますので全国で一日120

万人できる事になります。この事については、県から日

医中川会長に1日6万の根拠を提出してもらいました。そ

して、中川会長から菅総理にそれが伝えられました。当

時、高齢者接種の時期であり、高齢者にとってはかかり

つけ医での接種で安心もし、喜ばれたと思います。高齢

者接種が７月末までに終わるか終わらないかと言われて

いましたが、どんどん進んでいき、7月末を待たずに希望

者の接種は終わったと思われます。さらに、11月には希

望者全部終わるのは間違いなさそうな状況にまでなって

まいりました。 

何をおいてもこの落ち着いている状況において、何を

やるかというのは非常に重要な事です。感染拡大時には

中々出来なかったという事があります。昨日ですが、郡

市医師会の新型コロナウイルス感染症担当の先生に出席

いただき意見交換をし、まだコロナが終息しておりませ

んが、今までの対応について、そして今後についてどう

していくか意見交換がなされました。それからもう一点

ですが、新興感染症に関して、現在のコロナも含めてで

すけれども、将来起こるであろう問題を検討していきた

いと思います。多くの宿泊療養のためホテルを莫大な金

額で借り上げております。現在何人が入所しているかと

いうと、26名です。そのために全部で14箇所のホテルを

借り上げています。それから自宅療養は44名ということ

です。これから説明いただきますが、自宅療養が多い時

と少ない時はこんな差があるわけで、同じ予算で同じよ

うな行動をしていいのか、今現在入院が67名、そして重

症者が20名ということになっております。これについて

もずっと確保していくのかという問題があります。幽霊

病床とかいう言葉も出て国もそうですけど、我々もそれ

を考えていかなければいけない。これらのことについて

今後検討し、その結果を国の方にも持っていきたいとい

うことまで考えて、法律改正までして欲しいという構想

で検討していきたいと考えているところです。いずれに

しても、この時期を利用してしっかりやっていきたいと

思っています。先生方には本当にいつもお世話になりま

すが、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

               （２ページへと続く） 
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（１ページからの続き） 

<新型コロナウイルス感染症対策会議について> 
会議結果をお知らせいたします。（詳細は県医 HP 掲載） 

第 56 回 令和 3 年 10 月 21 日（木）午後 2 時～ 
  常任理事会構成メンバー 

  県行政（保健医療部 斎藤副参事、秋田企画幹、 

                  湧井主幹、小川主幹） 

金井会長;本日も保健医療部の担当者に参加いただいて
いる。まず、秋田企画幹より説明をお願いする。 

秋田企画幹;ワクチンの 3 回目接種について、2 回目接
種完了後、8 カ月経過した者から接種していく。11 月

中旬には接種券を発送し、ワクチンの配送は 11月 15・
22 日の週で、本県の分量も 165 箱と示された。来週
には各市町村の分配量を決め、各医療機関に振り分け
ていく。その後も第 2弾、3 弾とワクチンが届けられ

る。（その他、第 57 回が最新情報のため、省略） 

第 57 回 令和 3 年 10 月 28 日（木）午後 1 時 50 分～ 
  常任理事会構成メンバー 

  県行政（保健医療部 斎藤副参事、秋田企画幹、 

                  湧井主幹、小川主幹） 

金井会長;昨日、郡市医師会新型コロナ担当理事連絡会
議を開催した。本日も保健医療部に同様の説明をいた
だく。まず秋田企画幹からお願いする。 

秋田企画幹;診療・検査医療機関について、24 日時点で

1,302 の医療機関に登録いただいている。診療報酬が
特例拡充されたが、名称が二類感染症患者入院診療加
算となっており、診療所の外来では算定できないので
はないかとの誤解があると伺っている。公表すること
を要件として、診療・検査診療機関で外来診療を実施

した場合でも算定できることとなっている。 
  続いてワクチン接種であるが、1 回目は 74.5%、2 回

目は 66.5%となっている。10 代でも 1 回目は 65.7%と
なっている。10 代 20 代の若い男性について、モデル
ナの場合、ファイザーと比較すると心筋炎になる確率

が高いとの報道があり、10 代 20 代の若い男性に限っ
ては、交互接種が認められた。その他の者については
従来通りアレルギー対応を除いては、同一のワクチン
での接種となる。3 回目接種について新しい情報とし
て、1 回目、2 回目用のワクチンを 3 回目で使用して

も良いし、3 回目用のワクチンを 1 回目、2 回目に使
用しても良いこととなった。 

金井会長;続いて、自宅療養について説明をお願いする。 

斎藤副参事;今月 26 日付の通知でお願いしていること

が 2 点ある。1 点目は現在、555 の医療機関に協力い

ただいているが、今後の感染再拡大に備えて、さら

に数を増やしていきたいため、その周知の依頼であ

る。2 点目は第 5 波の経験を踏まえて宿泊・自宅療

養者支援センターを２社とし、協力医療機関に健康

観察を割り振る役割を持つ、調整窓口を新たに設置

したことで、これに伴うマニュアルの変更点につい

て説明する。まず、支援センターを 2 カ所、北部と

南部に設置すること。これにより負担を分散させ、

患者が急増した際の健康観察の体制を強化する。二

つ目は協力医療機関へ患者の振り分けをする協力医

療機関調整窓口を設置したこと。三つ目は、一部の

医療機関では既に実施しているが、診断医の先生か

ら申し出があれば、そのまま健康観察を実施してい

ただく新しいスキームをつくった。四つ目は休診日

のフローの見直しで、臨時休診のみ調整窓口に連絡

いただくこととした。最後、五つ目は、患者の応答

がない場合、出来るだけ空白の時間を短くしようと

するもので、具体的には、午前中に連絡をして反応

がない場合には、正午までに調整窓口に連絡をお願

いする。また、午後の電話等で反応がない場合には

18 時までに調整窓口に連絡いただき、その後、調整

窓口並びに保健所で対応する。 

最近のトピックス 

■第 6波に備え「役割分担と連携の再確認を」 

日医・中川会長■ 
日本医師会の中川俊男会長は 20 日の会見で、政府の

新型コロナウイルス感染症対策本部が示した「次の感

染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」につ

いて「コロナ医療と一般医療の両立の下、各医療機関

の役割分担と連携の再確認、再構築がさらに重要にな

ると考える」と見解を示した。大学病院・基幹病院は重

症患者を、重点医療機関等は中等症患者を担うなど地

域や医療機関の実情に応じて、顔の見える関係に基づ

いて役割分担を明確化できるよう日医としても支援し

ていくとした。                ※1 

■かかりつけ医の制度化に反対  

           日医・松本常任理事■ 
日本医師会の松本吉郎常任理事は 20 日の会見で、同

日の中医協でも取り上げられたかかりつけ医を巡る議

論について質問に答え、「過度にかかりつけ医を制限し

て医療にかかりにくくしてしまうことは地域医療の質

を低下させることになり、患者の利便性を下げること

にもなる」と指摘した。国民皆保険を守る上でも、日医

はかかりつけ医の制度化には反対するとあらためて強

調した。「かかりつけ医とかかりつけ医制度は区別して

議論すべきだ」と主張。まずは患者がかかりつけ医を

選ぶことが基本とし、フリーアクセスを担保すること

が重要だとした。「かかりつけ医機能をしっかりと強化

して取り組んでいくことが大事だ」とも述べ、かかり

つけ医機能の強化によって、国民に重要性を理解して

もらうことが必要だとの考えを示した。     ※2 

■導入加速ヘシステム業者に“直談判”  

               －厚労省－■ 
10 月 20 日から本格運用を開始したオンライン資格

確認について、厚生労働省は医療機関などへの導入加

速化に向けて、システム業者へ直接、協力依頼に乗り

出す。                    ※3 

■有効期限延長受け、流通済みのワクチンも

特例的に使用可          厚労省■ 
 

(記事はﾒﾃﾞｨﾌｧｸｽ ※1、※2：R3.10.21 

    日医 FAX ﾆｭｰｽ ※3：R3.11.2 各号より抜粋） 
 
＊次回の FAX ﾆｭｰｽ送信は、R3 年 11 月 13 日の予定です。 
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損害保険・生命保険のお問い合わせ・ご相談は   

（有）埼玉メディカル 

〒330-0062 さいたま市浦和区仲町３－５－１ 

 TEL  048-823-9230 FAX  048-823-9260 


